
 京都市体育館条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３１年３月２９日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市体育館条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市体育館条例施行規則の一部を次のように改正する。 

      「    「   
 ６，９９０   ７，１１０   

別表第２中 ２，７７０  
 を ２，８２０  

 に， 
２，７７０  ２，８２０  

 ７，４００   ７，５３０   
  」  」 

「   
 ５，２３０  

に，「バトミントン用」を「バドミントン用」に，  
 ３１０  
 
  」 
      「   

「    「   １，３３０   

 １，３３０  

 を 

１，３６０  

 に， 

１０，６９０   

 １，３３０  １，３６０  ５，９６０   

 １，３３０  １，３６０  ４，７３０  を 

 ２，５７０  ２，６１０  １１，８２０   

 １，３３０  １，３６０  ６，４８０   

  」  」 
５，３４０   

      」 

 

  
 

 

 

 

 

「    「    「   
 ６，６８０  

 を ６，８００  
 に， ５，１４０  

 を 
 １，３３０  １，３６０  ３００  
  

」  」  」 

「   
 １，３６０  

 に改める。 

 １０，８９０  
 ６，０７０  
 ４，８１０  
 １２，０４０  
 ６，６００  
 ５，４４０  
  

」 

１２３



   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成３１年１０月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日

から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の京都市体育館条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）

の規定による付属設備の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４４条の２

第３項に規定する指定管理者に当該料金を収受させるために必要な準備行為は，この規

則の施行前においても行うことができる。 

（適用区分） 

３ 改正後の規則の規定は，この規則の施行の日以後の利用に係る料金について適用し，

同日前の利用に係る料金については，なお従前の例による。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


